
学校を核としたまちづくりとは

田無第三中学校周辺エリアでは



対象エリア

将来像（コンセプト）

集い つながり 豊かに育つ
みんなのリビング “にしはらの杜”



核エリアの土地利用







•

•





[例:敷地面積の最低限度の指定値を１００㎡とした場合]

200㎡

道 路

道 路

100㎡ 100㎡

制限導入時から敷地面
積の最低限度を下回っ
ている敷地は建築可能

道 路

70㎡

道 路

70㎡

敷地面積の最低限度を
下回って分割した敷地
は建築不可

200㎡

道 路

道 路
70㎡

130㎡

敷地面積の最低限度
以上で分割した敷地
は建築可能

[例:壁面位置の制限を
隣地から0.5ｍとした場合]

隣地境界線 隣地境界線から
0.5ｍ以上離した
位置に建築可能



[例:道路面から0.6ｍを
超えない部分の場合]

道路面から高さ
0.6ｍ以下のブロッ
ク塀等は設置可能





1階建て

2階建て

3階建て以上

100㎡

延床面積100㎡以上、
又は３階建て以上の住宅

1階建て

2階建て

3階建て

500㎡ 1,500㎡

延床面積1,500㎡以上、
又は４階建て以上の住宅

4階建て以上

[例:第一種低層住居専用地域
3時間－２時間

（測定水平面1.5ｍ）]


